
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かけがわ茶エンナーレ 

ロゴデザイン等使用マニュアル 

平成 28年６月 

掛川市・かけがわ茶エンナーレ実行委員会 



１．ロゴ使用の手続き 

かけがわ茶エンナーレのロゴデザイン等を使用される場合は、「かけがわ茶エンナーレ」

ロゴデザイン等使用要領（以下「要領」という。）に基づき、市に使用承認申請をし、承

認を受けなければなりません。 

 

 (1) 申請から承認までの流れ 

  ・販売を目的とする商品にロゴデザイン等を使用しようとする場合は、要領の様式第１

号を、販売目的以外で使用しようとする場合は様式第２号を、市に提出してください。 

  ・前項の様式に加え、デザイン等の使用方法がわかる書面等を、添付してください。 

  ・販売目的の商品に使用しようとする場合は、企業・団体等の概要がわかる書類を添付

してください。 

  ・審査を経て、使用承認書を交付します。商品の生産等を開始してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 物品の確認 

   ・商品を販売する前に、完成品（カラー写真可）を市に提出してください。 

・デザイン等の使用が適切でないと判断した場合は、デザイン等の是正又は承認を取

り消すこともあります。 

 

 (3) 使用料 

   無料 

 

 

２．ロゴの使い方 

 (1) ロゴのサイズは、縦横いずれの長さも 10mmを最小としてください。 

 (2) ロゴの周囲は、縦横いずれか長辺の 10％以上の余白を取るようにしてください。 

使用承認書発送 

使用承認申請 

審 査 

【申請者】 【市】 

生産等開始 

使用承認 

・様式第１号又は２号 

・デザイン図、完成見本 

使用承認申請書作成 

使用承認書受取 

使用承認申請書受付 



３．基本ロゴデザイン 

 

 

４．組み合わせロゴデザイン 

 

Ａ１ Ａ２ 

Ｂ１ Ｂ２ 

Ｃ１ Ｃ２ 

Ｄ１ Ｄ２ 

Ｅ Ｆ 

Ｇ Ｈ 



５．色の指定 

 印刷の色は、黒１色又は下記の色の組み合わせにより使用することができます。 

 

 

 

６．注意事項 

 (1) 指定の色以外を用いて使用することはできません。 

 (2) ロゴを変形させてはいけません。また、一部分のみの使用や上記の組み合わせロゴ以

外の組み合わせはできません。 

 (3) ロゴを回転させて使用することはできません。 

 (4) ロゴに他の文字や図形を重ねて使用することはできません 

 (5) その他、ロゴ使用に関するご質問等は、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かけがわ茶エンナーレ実行委員会 事務局 

〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１ 

（掛川市役所 文化振興課内） 

電話 0537-21-1126  FAX 0537-21-1165 

 

http://www.chaennale.jp 


